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ライブ配信だからその場で講師に質問可能＆
アーカイブ配信も実施（各講義翌日から2週間）

‣聞き逃しても安心！期間内はなんどでも。

‣再生速度を変更可能！

LIVE

◇本講座は、企業や特許事務所で知的財産権に係る業務に携わる１～３年
目の方や、先に「知的財産権初心者講座」を受講された方はもちろん、技
術開発・研究開発に携わる技術者、研究者の方 、々さらには営業部門な
どの方々にも最適な講座です。

◇本講座は、2023年法改正に対応した内容です。

ライブ配信講座

知的財産権 基礎講座
～実務に役立つ知財の基礎知識の習得～

難易度

初級

田村 爾 氏
プロメテ国際特許事務所 弁理士

中川 淨宗 氏
専修大学ネットワーク情報学部 兼任講師、
東海大学 情報理工学部 兼任講師、
中川特許事務所 弁理士

４日間

講師：１日目、２日目（特許、実用新案） 講師：３日目、４日目（意匠、商標）

zoom

◆政府の「骨太の方針」の中でも、我が国の経済産業を活性化する上でイノベーションの創出の重要性が指摘され
ており、近年ではスタートアップがその推進役として大いに注目を集めています。また、国際的な課題であるSDGsにお
いても革新的な技術やサービスの開発提供が不可欠です。これらの活動を支えている重要な柱の一つに知的財産
権があります。さらに 、我が国の安全保障や国際競争力強化の観点から着目されている経済安全保障もその主眼
は知的財産の取り扱いです。このように、現代社会は「知的財産」抜きには語ることが出来ません。
◆企業等の知財業務に携わる方は勿論のこと、技術開発、研究開発などに携わる方々にとっても、知財の知識を
習得することは必須です。特に、特許法、意匠法、商標法等の知的財産権に関する基礎的知識、そして国際出
願制度を正確かつ確実に習得することが、自らの知財の防衛や知財を巡るトラブル回避の観点から重要です。

◆本講座では、「初心者講座」の内容をさらにステップアップし、分かりやすい講義と評価の高い実務経験豊富な弁
理士が知的財産制度の基本的知識について丁寧に解説します。

目 次 （※昨年度実績のため、変更の可能性があります）

＜特許法・実用新案法＞
１．知的財産とは
２．特許法の目的
３．わが国の特許制度の特徴
４．特許を受けることができる発明
５．特許を受けることができる者
６．特許出願・審査手続
７．特許権の効力
８．審判・審決取消訴訟
９．特許協力条約に基づく
国際出願に係る特例

10．実用新案法
11．条約

＜商標法＞
１．商標法の目的
２．商標の諸機能
３．商標法の保護対象
４．商標の同一・類似
５．商標登録の要件
６．商標登録手続
７．商標権の効力
８．商標権の制限
９．商標権の活用
10．商標権の消滅
11．商標権の侵害と救済
12．特殊な商標の制度
13．国際登録制度（マドリッド協定議定書）

＜意匠法＞
１．意匠法の目的
２．意匠法の保護対象
３．意匠の類否判断
４．意匠の登録要件
５．意匠登録手続
６．意匠権の効力
７．意匠権の制限
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９．意匠権の消滅
10．意匠権の侵害と救済
11．特殊な意匠の制度
12．国際登録制度（ハーグ協定）
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2024年11月11日(月)、12日(火)：特許・実用新案

11月18日(月)、19日(火)：意匠・商標 各日13:30～16:30
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